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東
日
本
大
震
災
復
興
の
基
本
方
針
及
び
組
織
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
東
日
本
大
震
災
が
、
そ
の
被
害
が
甚
大
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
被
災
地
域
が
広
範
に
わ
た
る
等
極
め

て
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
震
及
び
津
波
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
複
合
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
未
曽
有
の
災
害
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
被
災
地
域
の
復
興
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
の
設
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
地
域
の
復
興
を
迅
速
に
推

進
し
て
被
災
地
域
の
社
会
経
済
の
再
生
及
び
生
活
の
再
建
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
世
代
に
わ
た
っ
て
国
民
経
済

を
健
全
に
発
展
さ
せ
、
及
び
国
民
生
活
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条

被
災
地
域
の
復
興
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

未
曽
有
の
災
害
に
よ
り
、
多
数
の
人
命
が
失
わ
れ
る
と
と
も
に
、
多
数
の
被
災
者
が
そ
の
生
活
基
盤
を
奪
わ
れ
、
被
災

地
域
内
外
で
の
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
等
甚
大
な
被
害
が
生
じ
て
お
り
、
か
つ
、
被
災
地
域
に
お
け
る
経
済
活
動

の
停
滞
が
連
鎖
的
に
全
国
各
地
に
お
け
る
企
業
活
動
や
国
民
生
活
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
等
そ
の
影
響
が
広
く
全
国
に
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及
ん
で
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民
一
般
の
理
解
と
協
力
の
下
に
、
単
な
る
災
害
復
旧
に
と
ど
ま
ら
な
い
抜
本
的
な
対
策

が
推
進
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
の
内
外
の
知
見
が
集
約
さ
れ
、
そ
の
活
用
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

二

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
及
び
相
互
の
連
携
協
力
並
び
に
全
国
各
地
の
地
方
公
共
団
体
の
相
互
の
連

携
協
力
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
被
災
地
域
の
住
民
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
災

に
よ
り
本
来
果
た
す
べ
き
機
能
を
十
全
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
方
公
共
団
体
が
あ
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
さ
れ
る

べ
き
こ
と
。

三

国
民
の
相
互
の
連
帯
を
基
本
と
し
、
国
民
、
事
業
者
そ
の
他
民
間
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
、
自
発
的
に
協
働
す
る
と

と
も
に
、
適
切
に
役
割
を
分
担
す
べ
き
こ
と
。

四

少
子
高
齢
化
及
び
人
口
の
減
少
へ
の
対
応
等
の
我
が
国
が
直
面
す
る
課
題
や
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
制
約
、
環
境
へ

の
負
荷
等
の
人
類
共
通
の
課
題
の
解
決
に
資
す
る
た
め
の
先
導
的
な
施
策
へ
の
取
組
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
施
策
が
推
進
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

イ

何
人
も
将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
安
全
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
施
策

ロ

被
災
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
創
出
と
持
続
可
能
で
活
力
あ
る
社
会
経
済
の
再
生
を
図
る
た
め
の
施
策
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ハ

地
域
の
特
色
あ
る
文
化
の
振
興
並
び
に
地
域
社
会
の
絆
の
維
持
及
び
強
化
を
図
る
た
め
の
施
策

き
ず
な

六

原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
当
該
災
害
の
復
旧
の
状
況
等
を
勘
案
し

つ
つ
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。

（
国
の
講
ず
る
措
置
）

第
三
条

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
被
災
地
域
の
復
興
に
必
要
な
別
に
法
律
で
定
め
る
措
置
そ
の
他
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
講
ず
る
措
置
）

第
四
条

地
方
公
共
団
体
は
、
第
二
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
被
災
地
域
の
復
興
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
の
設
置
）

第
五
条

内
閣
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

被
災
地
域
の
復
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
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務
二

関
係
地
方
公
共
団
体
が
行
う
復
興
事
業
へ
の
国
の
支
援
そ
の
他
関
係
行
政
機
関
が
講
ず
る
被
災
地
域
の
復
興
の
た
め
の

施
策
の
実
施
の
推
進
及
び
こ
れ
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
本
部
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
長
）

第
七
条

本
部
の
長
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ

て
充
て
る
。

２

本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
副
本
部
長
）

第
八
条

本
部
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
及
び

東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
担
当
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
て
、
被
災
地
域
の
復
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
し

内
閣
総
理
大
臣
を
助
け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
国
務
大
臣
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

副
本
部
長
は
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。
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（
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
員
）

第
九
条

本
部
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣

二

内
閣
官
房
副
長
官
、
関
係
府
省
の
副
大
臣
若
し
く
は
大
臣
政
務
官
又
は
国
務
大
臣
以
外
の
関
係
行
政
機
関
の
長
の
う
ち

か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者

（
幹
事
）

第
十
条

本
部
に
、
幹
事
を
置
く
。

２

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

幹
事
は
、
本
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
本
部
長
、
副
本
部
長
及
び
本
部
員
を
助
け
る
。

（
現
地
対
策
本
部
）

第
十
一
条

本
部
に
、
第
六
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
地
方
機
関
と
し
て
、

所
要
の
地
に
現
地
対
策
本
部
を
置
く
。
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２

現
地
対
策
本
部
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

現
地
対
策
本
部
に
現
地
対
策
本
部
長
を
置
き
、
関
係
府
省
の
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
そ
の
他
の
職
を
占
め
る
者
の
う
ち
か

ら
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

４

現
地
対
策
本
部
長
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
現
地
対
策
本
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

現
地
対
策
本
部
に
現
地
対
策
本
部
員
を
置
き
、
国
の
関
係
地
方
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大

臣
が
任
命
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
の
設
置
等
）

第
十
二
条

本
部
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
を
置
く
。

２

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

本
部
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、
被
災
地
域
の
復
興
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
と
認
め

る
事
項
を
本
部
長
に
建
議
す
る
こ
と
。

二

被
災
地
域
の
復
興
の
た
め
の
施
策
の
実
施
状
況
を
調
査
審
議
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
本
部
長
に
意
見
を
述

べ
る
こ
と
。
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３

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
は
、
議
長
及
び
委
員
二
十
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

４

議
長
及
び
委
員
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
。

（
原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
に
関
す
る
合
議
制
の
機
関
）

第
十
三
条

前
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
地
域
の
復
興
に
関
す
る

重
要
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
災
害
の
復
旧
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
特
別
に
調
査
審
議
を
行
わ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
部
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
原
子
力
関
連
技
術
、
当
該
災

害
を
受
け
た
地
域
の
経
済
事
情
等
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
で
構
成
さ
れ
る
合
議
制
の
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
機
関
に
よ
る
調
査
審
議
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
に
よ
る
調
査
審
議
の
結
果
を
踏
ま

え
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
の
要
請
）

第
十
四
条

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
及
び
前
条
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関
（
以
下
「
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議

等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
の
あ
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る
公
私
の
団
体
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
等
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に

規
定
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
調
査
審
議
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を

依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
局
）

第
十
五
条

本
部
に
、
そ
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く
。

２

事
務
局
に
、
事
務
局
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

３

事
務
局
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

事
務
局
長
は
、
本
部
長
の
命
を
受
け
、
局
務
を
掌
理
す
る
。

５

事
務
局
に
、
現
地
対
策
本
部
に
対
応
し
て
、
事
務
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
当
該
現
地
対
策
本
部
に
係
る
も
の
を
処
理
さ
せ

る
た
め
、
現
地
対
策
本
部
事
務
局
を
置
く
。

（
主
任
の
大
臣
）

第
十
六
条

本
部
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理
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大
臣
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
七
条

第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
被
災
地
域
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
行

政
組
織
の
在
り
方
を
見
直
し
、
復
興
庁
（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
特
定
の
地
域
の
復
興
の
た
め
の
行
政
各
部

の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
必
要
と
な
る
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
を
行
う
行
政
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
設
置
す
る
こ
と
、
復
興
庁
の
設
置
に
つ
い
て
は
そ
の
期
間
を
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
そ
の
他
復
興
庁
に
関
し
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を
目
途
と
し
て
必
要
な

法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



理

由

東
日
本
大
震
災
が
、
そ
の
被
害
が
甚
大
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
被
災
地
域
が
広
範
に
わ
た
る
等
極
め
て
大
規
模
な
も
の
で
あ

る
と
と
も
に
、
地
震
及
び
津
波
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
原
子
力
発
電
施
設
の
事
故
に
よ
る
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
未
曽
有
の
災
害
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
被
災
地
域
の
復
興
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
東
日

本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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